
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

二

五

四

号

在
外
公
館
の
災
害
時
に
お
け
る
安
全
確
保
等
在
留
邦
人
保
護
に
対
す
る
体
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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在
外
公
館
の
災
害
時
に
お
け
る
安
全
確
保
等
在
留
邦
人
保
護
に
対
す
る
体
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

外
務
省
と
し
て
、
現
地
で
災
害
が
発
生
し
た
時
等
に
備
え
、
在
留
邦
人
保
護
の
観
点
よ
り
我
が
国
の
在
外
公
館
に
対
し
て

ど
の
様
な
体
制
を
と
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
か
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

二
〇
〇
七
年
十
一
月
十
九
日
、
総
務
省
よ
り
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
末
ま
で
の
期
間
、
我
が
国
の
在
外
公
館
全

百
九
十
六
の
う
ち
在
留
邦
人
や
観
光
客
の
多
い
三
十
二
カ
国
に
あ
る
在
外
公
館
三
十
六
（
以
下
、
「
在
外
公
館
」
と
い

う
。
）
と
全
二
百
七
十
二
あ
る
日
本
人
学
校
等
の
う
ち
三
十
一
カ
国
に
あ
る
日
本
人
学
校
等
三
十
八
校
を
対
象
と
し
て
行
わ

れ
た
、
在
留
邦
人
の
安
全
対
策
の
た
め
の
「
在
外
公
館
」
及
び
日
本
人
学
校
等
の
体
制
の
調
査
に
基
づ
き
、
「
在
外
邦
人
の

安
全
対
策
等
に
関
す
る
行
政
評
価
・
監
視
結
果
に
基
づ
く
勧
告
」
（
以
下
、
「
勧
告
」
と
い
う
。
）
が
発
表
さ
れ
た
が
、

「
勧
告
」
の
内
容
を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

三

「
勧
告
」
に
よ
る
と
、
「
在
外
公
館
」
に
お
け
る
在
留
邦
人
と
の
連
絡
体
制
の
整
備
状
況
に
つ
き
、
二
〇
〇
六
年
十
二
月

末
の
時
点
で
、
在
留
邦
人
と
の
間
の
フ
ァ
ッ
ク
ス
や
携
帯
電
話
を
含
む
有
線
電
話
に
よ
る
緊
急
連
絡
網
は
、
「
在
外
公
館
」

の
中
で
は
在
ベ
ル
ギ
ー
大
使
館
で
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
情
報
伝
達
訓
練
も
実
施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
更
に
、
在
タ
イ
、
チ
ェ
コ
大
使
館
並
び
に
在
上
海
総
領
事
館
で
は
、
緊
急
連
絡
網
は
整
備
し
て
い
る
が
有
効
に

一



機
能
し
な
い
状
態
で
、
情
報
伝
達
訓
練
も
未
実
施
で
あ
り
、
ま
た
定
期
的
に
情
報
伝
達
訓
練
を
実
施
し
て
い
る
在
外
公
館
は

皆
無
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
よ
う
に
、
「
在
外
公
館
」
全
て
で
定
期
的
に
情
報
伝
達
訓
練
が
な
さ
れ
て

お
ら
ず
、
ま
た
四
在
外
公
館
に
お
い
て
、
在
留
邦
人
と
の
緊
急
連
絡
網
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
、
ま
た
整
備
し
て
い
る
が
有

効
に
機
能
し
な
い
状
態
で
あ
る
理
由
に
つ
き
説
明
さ
れ
た
い
。

四

「
勧
告
」
に
よ
る
と
、
「
在
外
公
館
」
に
お
け
る
休
館
時
等
の
連
絡
体
制
の
整
備
状
況
に
つ
き
、
「
在
外
公
館
」
の
う
ち

三
十
五
は
留
守
番
電
話
を
設
置
し
て
い
る
が
、
在
イ
ン
ド
大
使
館
に
お
い
て
は
設
置
し
て
お
ら
ず
、
日
本
語
を
十
分
理
解
で

き
な
い
現
地
警
備
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
よ
う
に
在
イ
ン
ド
大
使
館
で
休
館
時

用
に
留
守
番
電
話
が
設
置
さ
れ
ず
、
日
本
語
を
十
分
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
現
地
警
備
員
を
配
置
し
て
い
る
の
み
で
あ

る
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

五

「
勧
告
」
に
よ
る
と
、
「
在
外
公
館
」
に
お
け
る
外
務
省
が
指
示
し
て
い
る
緊
急
事
態
に
対
応
し
た
館
員
向
け
の
「
緊
急

事
態
対
処
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
及
び
在
留
邦
人
向
け
の
「
安
全
の
手
引
き
」
の
作
成
状
況
に
つ
き
、
「
緊
急
事
態
対
処
マ
ニ
ュ
ア

ル
」
に
つ
い
て
は
「
在
外
公
館
」
の
う
ち
在
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
大
使
館
で
作
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
七
の
在
外
公
館

で
二
年
に
一
度
の
改
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
「
安
全
の
手
引
き
」
に
つ
い
て
は
、
在
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ

二



ポ
ー
ル
、
メ
キ
シ
コ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
イ
ラ
ン
大
使
館
並
び
に
在
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
総
領
事
館
で
は
作
成
後
二
年
以
上
改
定
さ

れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
六
在
外
公
館
の
う
ち
、
在
メ
キ
シ
コ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
使
館
で
は
防
犯
の
手
引
き
が
盛
り
込
ま
れ
て
お

ら
ず
、
残
り
四
つ
に
つ
い
て
は
治
安
情
勢
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
最
新
の
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
が
、
右
の
様
に
「
緊
急
事
態
対
処
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
及
び
「
安
全
の
手
引
き
」
の
作
成
並
び
に
改
定
が
き
ち
ん
と
な
さ
れ
て

い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

六

「
勧
告
」
に
よ
る
と
、
「
在
外
公
館
」
の
中
で
「
緊
急
事
態
対
処
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
作
成
し
て
い
る
三
十
五
の
在
外
公
館

の
う
ち
、
十
三
の
在
外
公
館
が
緊
急
事
態
に
備
え
た
訓
練
を
調
査
対
象
と
し
た
期
間
に
一
度
も
実
施
し
て
お
ら
ず
、
更
に
十

一
の
在
外
公
館
で
は
「
緊
急
事
態
対
処
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
基
づ
い
た
緊
急
事
態
対
策
本
部
を
立
ち
上
げ
て
お
ら
ず
、
警
備
訓

練
や
退
避
訓
練
な
ど
一
部
の
訓
練
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
様
に
十
三
の
在
外
公
館
で
緊

急
事
態
に
備
え
た
訓
練
が
行
わ
れ
ず
、
ま
た
十
一
の
在
外
公
館
で
一
部
の
訓
練
の
み
で
留
ま
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

七

「
勧
告
」
に
よ
る
と
、
「
在
外
公
館
」
に
お
け
る
緊
急
事
態
用
備
蓄
品
の
管
理
状
況
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
六
年
十
二
月
末

時
点
で
、
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
チ
ェ
コ
、
イ
ラ
ン
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
大
使
館
及
び
在
上
海
総
領
事
館
の

六
在
外
公
館
に
お
い
て
短
期
渡
航
者
用
備
蓄
品
が
配
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
て
お
ら
ず
、
更
に
二
十
六
の
在
外
公
館

三



で
短
期
渡
航
者
用
及
び
館
員
用
備
蓄
品
の
数
量
や
原
則
二
年
の
備
蓄
期
限
を
的
確
に
把
握
し
て
お
ら
ず
、
中
に
は
食
料
品
を

九
年
間
、
飲
料
水
を
四
年
間
備
蓄
し
て
い
た
在
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
使
館
や
、
食
料
品
や
飲
料
水
を
五
年
間
備
蓄
し
て
い
た
在
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
、
ロ
シ
ア
大
使
館
の
様
な
例
も
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
様
に
「
在
外
公
館
」
に
お
い
て
緊
急

事
態
用
の
備
蓄
品
が
極
め
て
ず
さ
ん
に
管
理
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

八

三
、
四
、
五
、
六
、
七
の
「
在
外
公
館
」
の
体
制
の
不
備
は
、
在
留
邦
人
保
護
の
観
点
か
ら
適
切
で
あ
る
か
。
外
務
省
の

見
解
如
何
。

九

三
、
四
、
五
、
六
、
七
の
「
在
外
公
館
」
の
体
制
の
不
備
に
対
し
て
は
、
誰
が
責
任
を
負
う
べ
き
か
。

十

九
の
責
任
者
に
対
し
て
、
外
務
省
は
然
る
べ
き
処
分
を
行
う
考
え
は
あ
る
か
。
な
い
の
な
ら
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

十
一

「
勧
告
」
に
よ
る
と
、
「
在
外
公
館
」
に
お
け
る
緊
急
事
態
用
備
蓄
品
の
調
達
状
況
に
つ
い
て
、
飲
料
水
に
つ
い
て
は

十
三
の
在
外
公
館
で
現
地
調
達
を
し
て
お
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
う
ち
、
在
イ
タ
リ
ア
、
ロ
シ
ア
大
使
館
、
在
シ
カ
ゴ
総
領
事

館
は
現
地
調
達
を
行
い
や
す
い
環
境
に
あ
り
な
が
ら
そ
の
検
討
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
食
料
品
に
つ
い
て

は
、
現
地
調
達
が
難
し
い
と
す
る
合
理
的
理
由
が
乏
し
い
中
で
、
「
在
外
公
館
」
の
う
ち
、
在
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
総
領
事

四



館
を
除
く
三
十
五
の
在
外
公
館
全
て
で
日
本
か
ら
調
達
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
様
に
飲
料
水
、
食
料

品
共
に
合
理
的
理
由
も
な
く
現
地
調
達
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

十
二

十
一
に
つ
い
て
、
「
在
外
公
館
」
に
お
い
て
緊
急
事
態
用
備
蓄
品
を
現
地
で
調
達
す
る
の
と
日
本
か
ら
調
達
す
る
の
と

で
、
ど
れ
く
ら
い
費
用
が
異
な
る
の
か
、
具
体
的
金
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
三

十
一
の
「
在
外
公
館
」
に
お
け
る
緊
急
事
態
用
備
蓄
品
の
調
達
状
況
は
、
行
財
政
改
革
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
、
医
療
費

の
自
己
負
担
額
や
所
得
税
の
定
率
減
税
廃
止
等
、
国
民
に
負
担
増
を
強
い
て
い
る
中
、
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
か
。

外
務
省
の
見
解
如
何
。

十
四

「
在
外
公
館
」
を
含
む
全
百
九
十
六
の
我
が
国
の
在
外
公
館
は
、
土
日
祝
日
に
開
館
し
、
業
務
を
行
っ
て
い
る
か
。

十
五

十
四
で
、
行
っ
て
い
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
国
際
化
が
進
み
、
海
外
渡
航
を
す
る
邦
人
が
増
え
て
い
る
現
状
を
鑑
み
る

時
、
適
切
な
対
応
で
あ
る
か
。
海
外
に
お
い
て
邦
人
が
盗
難
に
遭
う
等
の
事
件
が
増
え
て
い
る
今
、
在
外
公
館
の
領
事
業
務

に
つ
い
て
は
休
館
日
を
設
け
る
こ
と
な
く
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

五


